
 

一

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

新
旧
対
照
表 

○
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九
号
）（
第
一
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

輸
入
に
係
る
砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
三
条
―
第
十

条
） 

第
二
節 

異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
十
一
条
―
第

十
八
条
） 

第
三
節 

輸
入
加
糖
調
製
品
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
十
八

条
の
二
―
第
十
八
条
の
七
） 

第
四
節 

甘
味
資
源
作
物
交
付
金
及
び
国
内
産
糖
交
付
金
の
交
付
（
第
十
九
条

―
第
二
十
二
条
） 

第
五
節 

雑
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
の
二
） 

第
三
章 

で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

輸
入
に
係
る
で
ん
粉
等
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
二
十
六
条

―
第
三
十
二
条
） 

第
二
節 

で
ん
粉
原
料
用
い
も
交
付
金
及
び
国
内
産
い
も
で
ん
粉
交
付
金
の

交
付
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
三
十
七
条
―
第
三
十
九
条
） 

第
五
章 

罰
則
（
第
四
十
条
―
第
四
十
三
条
） 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
輸
入
に
係
る
砂
糖
及
び
で
ん
粉
等
の
価
格
調
整
に
関
す
る

措
置
、
異
性
化
糖
及
び
輸
入
加
糖
調
製
品
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措

置
、
甘
味
資
源
作
物
及
び
国
内
産
糖
並
び
に
で
ん
粉
原
料
用
い
も
及
び
国
内
産
い

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
） 

第
二
章 

砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

輸
入
に
係
る
砂
糖
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
三
条
―
第
十

条
） 

第
二
節 

異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
十
一
条
―
第

十
八
条
） 

  

第
三
節 

甘
味
資
源
作
物
交
付
金
及
び
国
内
産
糖
交
付
金
の
交
付
（
第
十
九
条

―
第
二
十
二
条
） 

第
四
節 

雑
則
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
） 

第
三
章 

で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置 

第
一
節 

輸
入
に
係
る
で
ん
粉
等
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
（
第
二
十
六
条

―
第
三
十
二
条
） 

第
二
節 

で
ん
粉
原
料
用
い
も
交
付
金
及
び
国
内
産
い
も
で
ん
粉
交
付
金
の

交
付
（
第
三
十
三
条
―
第
三
十
六
条
） 

第
四
章 

雑
則
（
第
三
十
七
条
―
第
三
十
九
条
） 

第
五
章 

罰
則
（
第
四
十
条
―
第
四
十
三
条
） 

附
則 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
輸
入
に
係
る
砂
糖
及
び
で
ん
粉
等
の
価
格
調
整
に
関
す
る

措
置
、
異
性
化
糖
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置
、
甘
味
資
源
作
物
及
び

国
内
産
糖
並
び
に
で
ん
粉
原
料
用
い
も
及
び
国
内
産
い
も
で
ん
粉
に
つ
い
て
の



  

二

も
で
ん
粉
に
つ
い
て
の
交
付
金
を
交
付
す
る
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
甘

味
資
源
作
物
及
び
で
ん
粉
原
料
用
い
も
に
係
る
農
業
所
得
の
確
保
並
び
に
国
内

産
糖
及
び
国
内
産
い
も
で
ん
粉
の
製
造
事
業
の
経
営
の
安
定
そ
の
他
関
連
産
業

の
健
全
な
発
展
を
通
じ
て
、
国
内
産
糖
及
び
国
内
産
い
も
で
ん
粉
の
安
定
的
な
供

給
の
確
保
を
図
り
、
も
つ
て
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
輸
入
加
糖
調
製
品
」
と
は
、
砂
糖
を
使
用
し
た
輸
入
さ

れ
る
調
製
品
で
あ
つ
て
、
砂
糖
と
の
用
途
の
競
合
の
状
況
に
鑑
み
、
国
内
産
糖
の

安
定
的
な
供
給
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て

政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

６
・
７ 

（
略
） 

８ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
で
ん
粉
原
料
用
輸
入
農
産
物
」
と
は
、
で
ん
粉
の
製
造

の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
入
さ
れ
る
農
産
物
で
あ
つ
て
、
当
該
農
産
物
を
原
料
と

し
て
製
造
さ
れ
る
で
ん
粉
と
国
内
産
い
も
で
ん
粉
と
の
用
途
の
競
合
の
状
況
及

び
価
格
差
に
鑑
み
、
国
内
産
い
も
で
ん
粉
の
安
定
的
な
供
給
に
影
響
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

９
・
10 

（
略
） 

 

（
輸
入
に
係
る
指
定
糖
の
売
戻
し
の
価
格
） 

第
九
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
機
構
の
指
定
糖
の
売
戻
し
の
価
格
は
、
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
指
定
糖
が
砂
糖
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
額
と
次

の
ロ
に
掲
げ
る
額
と
の
差
額
に
そ
の
砂
糖
に
係
る
輸
入
申
告
の
日
の
属
す
る

砂
糖
年
度
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指

定
糖
調
整
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
次
の
ハ
に
掲
げ
る
額
に

交
付
金
を
交
付
す
る
措
置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
甘
味
資
源
作
物
及
び
で
ん

粉
原
料
用
い
も
に
係
る
農
業
所
得
の
確
保
並
び
に
国
内
産
糖
及
び
国
内
産
い
も

で
ん
粉
の
製
造
事
業
の
経
営
の
安
定
そ
の
他
関
連
産
業
の
健
全
な
発
展
を
通
じ

て
、
国
内
産
糖
及
び
国
内
産
い
も
で
ん
粉
の
安
定
的
な
供
給
の
確
保
を
図
り
、
も

つ
て
国
民
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
定
義
） 

第
二
条 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

（
新
設
） 

   

５
・
６ 

（
略
） 

７ 

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
で
ん
粉
原
料
用
輸
入
農
産
物
」
と
は
、
で
ん
粉
の
製
造

の
用
に
供
す
る
た
め
に
輸
入
さ
れ
る
農
産
物
で
あ
つ
て
、
当
該
農
産
物
を
原
料
と

し
て
製
造
さ
れ
る
で
ん
粉
と
国
内
産
い
も
で
ん
粉
と
の
用
途
の
競
合
の
状
況
及

び
価
格
差
に
か
ん
が
み
、
国
内
産
い
も
で
ん
粉
の
安
定
的
な
供
給
に
影
響
を
及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。 

８
・
９ 

（
略
） 

 

（
輸
入
に
係
る
指
定
糖
の
売
戻
し
の
価
格
） 

第
九
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
機
構
の
指
定
糖
の
売
戻
し
の
価
格
は
、
次
に

掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

一 

当
該
指
定
糖
が
砂
糖
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
額
と
次

の
ロ
に
掲
げ
る
額
と
の
差
額
に
そ
の
砂
糖
に
係
る
輸
入
申
告
の
日
の
属
す
る

砂
糖
年
度
に
係
る
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
指

定
糖
調
整
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
次
の
ハ
に
掲
げ
る
額
（
そ



 

三

次
の
ニ
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
指
定
糖
調
整
率
を
乗

じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額

（
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
超
え
る
と

き
は
、
そ
の
告
示
す
る
額
）
を
、
次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
に
加
え
て
得
た
額 

イ
・
ロ 
（
略
） 

ハ 

当
該
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
異
性
化
糖
に
係
る
軽
減
額

と
し
て
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
（
粗
糖
以
外
の
砂
糖
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
種
類
に
応
じ
て
、
当
該
額
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算

出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
異
性
化
糖
軽

減
額
」
と
い
う
。
） 

ニ 

当
該
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
輸
入
加
糖
調
製
品
に
係
る

軽
減
額
と
し
て
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
（
粗
糖
以
外
の
砂
糖
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て
、
当
該
額
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
糖

調
製
品
軽
減
額
」
と
い
う
。
） 

二 

当
該
指
定
糖
が
混
合
糖
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
額
と

次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
と
の
差
額
に
そ
の
混
合
糖
に
係
る
輸
入
申
告
の
日
の
属

す
る
砂
糖
年
度
に
係
る
指
定
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
、
次
の
ハ
に
掲

げ
る
額
に
次
の
ニ
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
当
該
指
定
糖
調

整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し

て
得
た
額
（
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
超

え
る
と
き
は
、
そ
の
告
示
す
る
額
）
を
次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
に
加
え
て
得
た
額

に
、
第
七
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

異
性
化
糖
軽
減
額
に
砂
糖
含
有
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
混
合
糖
に
含

ま
れ
る
砂
糖
が
粗
糖
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
種
類
に

応
じ
て
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
） 

ニ 

加
糖
調
製
品
軽
減
額
に
砂
糖
含
有
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
混
合
糖
に

の
額
が
当
該
指
定
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
乗
じ

て
得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
（
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
て
告
示
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
告
示
す
る
額
）
を
、
次
の
ロ
に
掲

げ
る
額
に
加
え
て
得
た
額 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

当
該
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る

額
（
粗
糖
以
外
の
砂
糖
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て
、
当
該
額
に
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た

額
） 

 

（
新
設
） 

    二 

当
該
指
定
糖
が
混
合
糖
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
次
の
イ
に
掲
げ
る
額
と

次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
と
の
差
額
に
そ
の
混
合
糖
に
係
る
輸
入
申
告
の
日
の
属

す
る
砂
糖
年
度
に
係
る
指
定
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
次
の
ハ
に
掲

げ
る
額
（
そ
の
額
が
当
該
指
定
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き

は
、
そ
の
乗
じ
て
得
た
額
）
を
控
除
し
て
得
た
額
（
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林

水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
告
示
す
る
額
）
を

次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
に
加
え
て
得
た
額
に
、
第
七
条
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
額
を

加
え
て
得
た
額 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 
前
号
ハ
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
に
砂
糖
含
有
率
を
乗
じ
て
得
た

額
（
当
該
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
が
粗
糖
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
種
類
に
応
じ
て
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
） 

（
新
設
） 



  

四

含
ま
れ
る
砂
糖
が
粗
糖
以
外
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
種
類

に
応
じ
て
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
） 

２ 

（
略
） 

３ 

異
性
化
糖
軽
減
額
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
ご
と

に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
を
第
二
号
に
掲
げ
る

数
量
で
除
し
て
得
た
数
を
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
政
令
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
に

換
算
し
た
額
を
限
度
と
し
て
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

そ
の
適
用
期
間
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格

と
第
十
二
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格
（
当
該
異
性
化
糖
の
平
均

供
給
価
格
が
当
該
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
）
と
の
差
額
に
、
そ
の
適
用
期
間
の
属
す
る
砂
糖

年
度
に
係
る
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
異
性
化
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た

額 

４ 

加
糖
調
製
品
軽
減
額
は
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期

間
ご
と
に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
を
第
二
号
に

掲
げ
る
数
量
で
除
し
て
得
た
数
を
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
機
構
の
売
戻
し
の

価
格
に
換
算
し
た
額
を
限
度
と
し
て
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

そ
の
適
用
期
間
の
属
す
る
砂
糖
年
度
の
前
年
度
に
お
け
る
加
糖
調
製
品
糖

（
輸
入
加
糖
調
製
品
に
含
ま
れ
る
砂
糖
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
輸
入
数
量

を
基
準
と
し
当
該
年
度
に
お
け
る
そ
の
輸
入
数
量
の
見
込
数
量
を
参
酌
し
て

定
め
た
加
糖
調
製
品
糖
の
推
定
輸
入
数
量
（
第
十
八
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て

「
加
糖
調
製
品
糖
推
定
輸
入
数
量
」
と
い
う
。
） 

二 

そ
の
適
用
期
間
の
属
す
る
砂
糖
年
度
に
お
け
る
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

数
量 

三 

そ
の
適
用
期
間
に
お
け
る
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
加
糖
調
製
品
糖
調
整

   

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
第
一
号
ハ
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
は
、
第
十
二
条
第
一
項
の
期

間
ご
と
に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
を
第
二
号
に

掲
げ
る
数
量
で
除
し
て
得
た
数
を
第
三
号
に
掲
げ
る
額
に
乗
じ
て
得
た
額
を
、
政

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
機
構
の
売
戻
し
の

価
格
に
換
算
し
た
額
を
限
度
と
し
て
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

そ
の
適
用
期
間
に
お
け
る
第
十
一
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格

と
第
十
二
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格
（
当
該
異
性
化
糖
の
平
均

供
給
価
格
が
当
該
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
当

該
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
）
と
の
差
額
に
、
そ
の
適
用
期
間
の
属
す
る
砂
糖

年
度
に
係
る
第
十
五
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

（
新
設
） 

            



 

五

基
準
価
格
と
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
加
糖
調
製
品
糖
の
平
均
輸
入
価
格
（
当

該
加
糖
調
製
品
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
当
該
加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格

以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格
）
と
の
差

額
に
、
そ
の
適
用
期
間
の
属
す
る
砂
糖
年
度
に
係
る
第
十
八
条
の
六
第
一
項
の

加
糖
調
製
品
糖
調
整
率
を
乗
じ
て
得
た
額 

５ 

第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
指
定
糖
調
整
率
に
つ
い
て
、
第
六
条
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
は
異
性
化
糖
軽
減
額
及
び
加
糖
調
製
品
軽
減
額
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
海
外
に
お
け
る
粗

糖
の
市
価
が
著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
異
性
化
糖
軽
減
額
に
あ
つ
て

は
「
第
十
一
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
異

性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格
が
改
定
さ
れ
た
場
合
」
と
、
加
糖
調
製
品
軽
減
額
に
あ

つ
て
は
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格
又
は
第
十
八

条
の
三
第
一
項
の
加
糖
調
製
品
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
改
定
さ
れ
た
場
合
」
と
、

同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
異
性
化
糖
軽
減
額
に
あ
つ
て
は
「
第
九

条
第
三
項
」
と
、
加
糖
調
製
品
軽
減
額
に
あ
つ
て
は
「
第
九
条
第
四
項
」
と
、「
政

令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
異
性
化
糖
軽
減
額
に
あ
つ
て
は
「
第
十
二
条
第

一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
」
と
、
加
糖
調
製
品
軽
減
額
に
あ
つ
て
は
「
第

十
八
条
の
三
第
一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

 （
異
性
化
糖
等
の
機
構
へ
の
売
渡
し
） 

第
十
一
条 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
施
設
に
よ
り
異
性
化
糖
を
製
造
す
る
者
（
以

下
「
異
性
化
糖
製
造
者
」
と
い
う
。
）
は
、
製
造
し
た
異
性
化
糖
を
そ
の
製
造
場

か
ら
移
出
す
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
次
条
第

一
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格
が
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
（
砂
糖
調
整
基

準
価
格
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化
糖
の
価
格
に
換
算
し
て

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
額
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
移
出
に
係
る
異
性
化
糖
を
機
構
に
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
き
当
該
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

     

４ 

第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
指
定
糖
調
整
率
に
つ
い
て
、
第
六
条
第
二
項
か
ら
第

四
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
第
一
号
ハ
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
額
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
海
外
に

お
け
る
粗
糖
の
市
価
が
著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一

項
の
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供

給
価
格
が
改
定
さ
れ
た
場
合
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
条
第
三
項
」
と
、
「
政
令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
二
条
第
一
項

の
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

       

（
異
性
化
糖
等
の
機
構
へ
の
売
渡
し
） 

第
十
一
条 

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
施
設
に
よ
り
異
性
化
糖
を
製
造
す
る
者
（
以

下
「
異
性
化
糖
製
造
者
」
と
い
う
。
）
は
、
製
造
し
た
異
性
化
糖
を
そ
の
製
造
場

か
ら
移
出
す
る
場
合
に
お
い
て
そ
の
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
次
条
第

一
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格
が
異
性
化
糖
調
整
基
準
価
格
（
砂
糖
調
整
基

準
価
格
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化
糖
の
価
格
に
換
算
し
て

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
満
た
な
い
額
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
移
出
に
係
る
異
性
化
糖
を
機
構
に
売
り
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
き
当
該
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る



  

六

平
均
輸
入
価
格
が
砂
糖
調
整
基
準
価
格
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
同
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格

が
当
該
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
異
性
化
糖
標
準
価
格
（
第
六
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
を
そ
の
適
用
期
間
と
す
る
平
均
輸
入
価
格
が

砂
糖
調
整
基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
ご

と
に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
輸
入
に
係
る
粗
糖
に

つ
い
て
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
売
戻
し

の
価
格
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化
糖
の
価
格
に
換
算
し
て

農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
異
性
化
糖
標
準
価
格
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
海
外
に
お
け
る
粗
糖
の
市

価
が
著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
平
均
輸
入
価
格
の
改
定
に
よ
り
輸

入
に
係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
が
変
動
す
る
場
合
」
と
、「
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
あ
る
の
は
「
併
せ
て
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第

一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
異
性
化
糖
標
準
価
格
の

決
定
に
関
す
る
」
と
、
「
政
令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
を
そ
の
適
用
期
間
と
す
る
平
均
輸
入
価
格
が

砂
糖
調
整
基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

７
～
12 

（
略
） 

 （
異
性
化
糖
等
の
買
入
れ
の
価
格
） 

第
十
三
条 

（
略
） 

２ 

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
異
性
化
糖
（
以
下
「
輸
入
異

性
化
糖
」
と
い
う
。
）
又
は
混
合
異
性
化
糖
（
以
下
「
輸
入
混
合
異
性
化
糖
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
の
機
構
の
買
入
れ
の
価
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

平
均
輸
入
価
格
が
砂
糖
調
整
基
準
価
格
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
か

つ
、
当
該
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
同
項
の
異
性
化
糖
の
平
均
供
給
価
格

が
当
該
移
出
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
異
性
化
糖
標
準
価
格
（
第
六
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
当
該
期
間
を
そ
の
適
用
期
間
と
す
る
平
均
輸
入
価
格
が

砂
糖
調
整
基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
ご

と
に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
輸
入
に
係
る
粗
糖
に

つ
い
て
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
を
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化
糖
の
価
格
に
換
算
し
て
農
林
水
産
大
臣

が
定
め
る
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
超
え
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

２
～
５ 

（
略
） 

６ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
異
性
化
糖
標
準
価
格
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
海
外
に
お
け
る
粗
糖
の
市

価
が
著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
平
均
輸
入
価
格
の
改
定
に
よ
り
輸

入
に
係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
機
構
の
売
戻

し
の
価
格
が
変
動
す
る
場
合
」
と
、
「
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
の
は

「
併
せ
て
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
異
性
化
糖
標
準
価
格
の
決
定
に
関
す

る
」
と
、
「
政
令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
期
間
（
当
該
期
間
を
そ
の
適
用
期
間
と
す
る
平
均
輸
入
価
格
が
砂
糖
調
整
基

準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

７
～
12 

（
略
） 

 
（
異
性
化
糖
等
の
買
入
れ
の
価
格
） 

第
十
三
条 
（
略
） 

２ 

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
異
性
化
糖
（
以
下
「
輸
入
異

性
化
糖
」
と
い
う
。
）
又
は
混
合
異
性
化
糖
（
以
下
「
輸
入
混
合
異
性
化
糖
」
と

い
う
。
）
に
つ
い
て
の
機
構
の
買
入
れ
の
価
格
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に



 

七

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額

に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

一 
（
略
） 

二 

輸
入
混
合
異
性
化
糖 

次
の
イ
に
掲
げ
る
額
に
次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
を
加

え
て
得
た
額 

イ 

（
略
） 

ロ 

そ
の
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
異
性
化
糖
平
均
供
給
価
格

に
、
標
準
異
性
化
糖
と
当
該
輸
入
混
合
異
性
化
糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
以

外
の
糖
と
の
性
状
、
用
途
、
市
価
等
の
差
異
を
勘
案
し
て
当
該
異
性
化
糖
以

外
の
糖
の
種
類
に
応
じ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
当
該
異
性
化
糖
以
外
の
糖
の
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

  
 

 
 

第
三
節 

輸
入
加
糖
調
製
品
の
砂
糖
と
の
価
格
調
整
に
関
す
る
措
置 

 

（
輸
入
加
糖
調
製
品
の
機
構
へ
の
売
渡
し
） 

第
十
八
条
の
二 

輸
入
加
糖
調
製
品
に
つ
き
輸
入
申
告
を
す
る
者
（
そ
の
者
が
当
該

輸
入
申
告
の
際
そ
の
輸
入
申
告
に
係
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
所
有
者
で
な
い
場

合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
所
有
者
）
は
、
そ
の
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

る
次
条
第
一
項
の
加
糖
調
製
品
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
加
糖
調
製
品
糖
調
整
基

準
価
格
（
砂
糖
調
整
基
準
価
格
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
加
糖
調
製
品
糖

の
価
格
に
換
算
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に

満
た
な
い
額
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
輸
入
申
告
に
係
る
輸
入
加
糖
調
製
品
を
機
構
に
売
り
渡
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

当
該
輸
入
申
告
に
係
る
輸
入
加
糖
調
製
品
が
関
税
定
率
法
第
十
四
条
の
規

定
に
よ
り
関
税
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
場

合 

二 

輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
き
当
該
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
第

六
条
第
一
項
の
粗
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
砂
糖
調
整
基
準
価
格
に
満
た
な
い

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額

に
相
当
す
る
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

輸
入
混
合
異
性
化
糖 

次
の
イ
に
掲
げ
る
額
に
次
の
ロ
に
掲
げ
る
額
を
加

え
て
得
た
額 

イ 

（
略
） 

ロ 

そ
の
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
異
性
化
糖
平
均
供
給
価
格

に
当
該
輸
入
混
合
異
性
化
糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
以
外
の
糖
の
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
に
、
標
準
異
性
化
糖
と
当
該
異
性
化
糖
以
外
の
糖
と
の
性

状
、
用
途
、
市
価
等
の
差
異
を
勘
案
し
て
当
該
異
性
化
糖
以
外
の
糖
の
種
類

に
応
じ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 
 

 
 

 

（
新
設
） 

  

（
新
設
） 

             



  

八

額
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る

次
条
第
一
項
の
加
糖
調
製
品
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
当
該
輸
入
申
告
の
時
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
加
糖
調
製
品
糖
標
準
価
格
（
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定

め
る
期
間
（
当
該
期
間
を
そ
の
適
用
期
間
と
す
る
同
項
の
粗
糖
の
平
均
輸
入
価

格
が
砂
糖
調
整
基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除

く
。
）
ご
と
に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
そ
の
期
間
に
お
け
る
輸
入
に

係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

機
構
の
売
戻
し
の
価
格
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
加
糖
調
製
品
糖
の

価
格
に
換
算
し
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
価
格
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を

超
え
る
場
合 

２ 

加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格
は
、
毎
砂
糖
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
十
五

日
ま
で
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格
は
、
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
砂
糖
調
整

基
準
価
格
が
改
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
併
せ
て
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

農
林
水
産
大
臣
は
、
加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
改

定
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
加
糖
調
製
品
糖
標
準
価
格
に
つ

い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
海
外
に
お
け
る
粗
糖

の
市
価
が
著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
平
均
輸
入
価
格
の
改
定
に
よ

り
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
い
て
の
第
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
が
変
動
す
る
場
合
」
と
、
「
改
定
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
あ
る
の
は
「
併
せ
て
改
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
同
条
第
四
項

中
「
第
一
項
の
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
加
糖
調
製
品

糖
標
準
価
格
の
決
定
に
関
す
る
」
と
、「
同
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
」
と
、「
政

令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
当

該
期
間
を
そ
の
適
用
期
間
と
す
る
同
項
の
粗
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
砂
糖
調
整

基
準
価
格
以
上
の
額
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

６ 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
渡
し
は
、
当
該
輸
入
加
糖
調
製

                             



 

九

品
に
係
る
輸
入
申
告
の
前
に
、
売
渡
申
込
書
を
機
構
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

７ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
売
渡
申
込
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
申

込
み
に
対
す
る
機
構
の
承
諾
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

８ 

第
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
輸
入
加
糖

調
製
品
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二
第
六
項
」
と
、「
同
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
同

法
第
七
十
条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
加
糖
調
製
品
糖
平
均
輸
入
価
格
） 

第
十
八
条
の
三 

加
糖
調
製
品
糖
の
平
均
輸
入
価
格
（
以
下
「
加
糖
調
製
品
糖
平
均

輸
入
価
格
」
と
い
う
。
）
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砂
糖
年
度
を
区
分

し
た
期
間
ご
と
に
そ
の
各
期
間
を
適
用
期
間
と
し
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
適
用
期
間
前
の
一
定
期
間
の
海
外
に
お
け
る
代
表
的
な
精
製
糖
の
市
価

の
平
均
額
並
び
に
輸
入
加
糖
調
製
品
の
調
製
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
、
輸

入
す
る
ま
で
の
運
賃
そ
の
他
の
諸
掛
り
の
標
準
額
の
平
均
額
、
関
税
の
額
に
相
当

す
る
金
額
及
び
販
売
に
要
す
る
標
準
的
な
費
用
の
額
を
基
準
と
し
て
、
農
林
水
産

大
臣
が
定
め
る
。 

２ 

第
六
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
加
糖
調
製
品
糖
平
均
輸
入
価
格

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
粗
糖
の
市
価
が

著
し
く
騰
貴
し
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
精
製
糖
の
市
価
が
著
し
く
変
動
し
た
場

合
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
三
第
一
項
」

と
、
「
政
令
で
定
め
る
期
間
」
と
あ
る
の
は
「
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砂

糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
輸
入
加
糖
調
製
品
の
買
入
れ
の
価
格
） 

第
十
八
条
の
四 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
輸
入
加

糖
調
製
品
に
つ
い
て
の
機
構
の
買
入
れ
の
価
格
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二

号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
と
す
る
。 

          

（
新
設
） 

               

（
新
設
） 

  



  

一
〇

一 

そ
の
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
加
糖
調
製
品
糖
平
均
輸
入
価

格
に
加
糖
調
製
品
糖
含
有
率
（
輸
入
加
糖
調
製
品
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
割
合
を

い
う
。
第
十
八
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
農
林
水
産

省
令
で
定
め
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
て
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額 

二 

そ
の
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
加
糖
調
製
品
糖
平
均
輸
入
価

格
に
、
加
糖
調
製
品
糖
と
当
該
輸
入
加
糖
調
製
品
に
含
ま
れ
る
砂
糖
以
外
の
物

と
の
市
価
等
の
差
異
を
勘
案
し
て
当
該
砂
糖
以
外
の
物
の
種
類
に
応
じ
て
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
当
該
砂
糖
以
外
の
物
の
割

合
を
乗
じ
て
得
た
額 

 

（
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
戻
し
） 

第
十
八
条
の
五 

機
構
は
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
加
糖
調
製

品
の
売
渡
し
を
し
た
者
に
対
し
、
そ
の
輸
入
加
糖
調
製
品
を
売
り
戻
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

２ 

第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
加
糖
調
製

品
の
売
戻
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
第

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
糖
の
売
渡
し
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
渡
し
」
と
、
「
そ
の
売
渡
し
に
係

る
指
定
糖
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
売
渡
し
に
係
る
輸
入
加
糖
調
製
品
」
と
、
同
条

第
三
項
中
「
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
糖
の
売
渡
し
」
と
あ
る
の
は
「
第

十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
渡
し
」
と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
戻
し
の
価
格
） 

第
十
八
条
の
六 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
機
構
の
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
戻

し
の
価
格
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る
額
と
の
差
額
に
当
該
輸

入
加
糖
調
製
品
の
輸
入
申
告
の
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
に
係
る
農
林
水
産
大
臣

の
定
め
る
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
加
糖
調
製
品
糖
調
整
率
」
と
い
う
。
）

            

（
新
設
） 

            

（
新
設
） 

   



 

一
一

を
乗
じ
て
得
た
額
を
同
号
に
掲
げ
る
額
に
加
え
て
得
た
額
に
、
第
十
八
条
の
四
第

二
号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
輸
入
加
糖
調
製
品
に
つ
き
同
条

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
買
入
れ
の
価
格
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農

林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の

加
え
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

一 

加
糖
調
製
品
糖
調
整
基
準
価
格
に
加
糖
調
製
品
糖
含
有
率
を
乗
じ
て
得
た

額
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
て

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た

額 

二 

第
十
八
条
の
四
第
一
号
に
掲
げ
る
額 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
輸
入
加
糖
調
製
品
の
輸
入
申
告
の
時
に

つ
い
て
適
用
さ
れ
る
輸
入
に
係
る
粗
糖
の
平
均
輸
入
価
格
が
砂
糖
調
整
基
準
価

格
に
満
た
な
い
額
で
あ
る
場
合
で
あ
り
、
か
つ
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
が
第
二
号

に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
機
構
の
輸
入
加

糖
調
製
品
の
売
戻
し
の
価
格
は
、
同
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。 

一 

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格 

二 

そ
の
輸
入
申
告
の
時
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
加
糖
調
製
品
糖
標
準
価
格
に

加
糖
調
製
品
糖
含
有
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
輸
入

加
糖
調
製
品
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
に
、
第
十
八
条
の
四
第
二
号
に
掲
げ

る
額
を
加
え
て
得
た
額 

３ 

加
糖
調
製
品
糖
調
整
率
は
、
毎
砂
糖
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
十
五
日
ま
で

に
、
当
該
年
度
に
お
け
る
第
九
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
数
量
を
当
該
年
度
に

お
け
る
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
数
量
と
加
糖
調
製
品
糖
推
定
輸
入
数
量
と
の
合

計
数
量
で
除
し
て
得
た
数
を
限
度
と
し
て
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
三
条
第
四
項
の
規
定
は
、
加
糖
調
製
品
糖
調
整
率
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
輸
入
加
糖
調
製
品
の
買
入
れ
及
び
売
戻
し
の
価
格
の
減
額
） 

第
十
八
条
の
七 

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
に
係
る
輸
入
加

                            

（
新
設
） 



  

一
二

糖
調
製
品
が
当
該
売
渡
し
前
に
変
質
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
機
構
は
、
農

林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
輸
入
加
糖
調
製
品
に
つ
き
買
入
れ

及
び
売
戻
し
の
価
格
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 
 

第
四
節 

甘
味
資
源
作
物
交
付
金
及
び
国
内
産
糖
交
付
金
の
交
付 

  
 

 
 

第
五
節 

雑
則 

  

（
輸
入
に
係
る
指
定
糖
、
異
性
化
糖
等
及
び
輸
入
加
糖
調
製
品
の
売
戻
し
の
価
格

の
特
例
） 

第
二
十
三
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
砂
糖
の
市
価
が
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
き
第
九

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
を
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
精
製
糖
（
国
内
産
糖
を
除
く
。
）
の
価
格
に
換
算
し
た

額
を
下
回
つ
て
推
移
し
、
又
は
推
移
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
内
産
糖
交
付
金
の
単
価
が
砂
糖
の
市
価
を
参
酌
し
て

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
機
構
の
行
う
国
内
産
糖
交
付
金
の

交
付
の
業
務
の
適
正
円
滑
な
運
営
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
機
構
に
対
し
、
次
条
第
一
項
、

第
二
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ

る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
に
よ
り
売
戻
し
を
す
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
と
と
も

に
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

（
略
） 

 

第
二
十
四
条 

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
糖
の
売
渡
し
の
申
込
み
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
を
し
た
指
定
糖
輸
入
申
告
者
等
の
当
該
申
込

み
の
日
の
属
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砂
糖
年
度
を
区
分

し
た
期
間
に
お
け
る
指
定
糖
の
売
渡
申
込
数
量
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売

渡
し
の
申
込
み
に
係
る
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
粗
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
通
常
年
の
そ

     
 

 
 

第
三
節 

甘
味
資
源
作
物
交
付
金
及
び
国
内
産
糖
交
付
金
の
交
付 

  
 

 
 

第
四
節 

雑
則 

  

（
輸
入
に
係
る
指
定
糖
及
び
異
性
化
糖
等
の
売
戻
し
の
価
格
の
特
例
） 

 

第
二
十
三
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
砂
糖
の
市
価
が
輸
入
に
係
る
粗
糖
に
つ
き
第
九

条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
を
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
精
製
糖
（
国
内
産
糖
を
除
く
。
）
の
価
格
に
換
算
し
た

額
を
下
回
つ
て
推
移
し
、
又
は
推
移
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
前
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
内
産
糖
交
付
金
の
単
価
が
砂
糖
の
市
価
を
参
酌
し
て

定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
機
構
の
行
う
国
内
産
糖
交
付
金
の

交
付
の
業
務
の
適
正
円
滑
な
運
営
に
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
機
構
に
対
し
、
次
条
第
一
項

及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
売
戻
し
の
価
格
に
よ
り
売
戻
し
を
す
べ

き
こ
と
を
指
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

（
略
） 

 
第
二
十
四
条 

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
糖
の
売
渡
し
の
申
込
み
が
あ

つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
を
し
た
指
定
糖
輸
入
申
告
者
等
の
当
該
申
込

み
の
日
の
属
す
る
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砂
糖
年
度
を
区
分

し
た
期
間
に
お
け
る
指
定
糖
の
売
渡
申
込
数
量
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売

渡
し
の
申
込
み
に
係
る
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
粗
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
通
常
年
の
そ



 

一
三

の
者
に
対
す
る
当
該
期
間
に
お
け
る
指
定
糖
の
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

売
戻
し
の
数
量
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売
戻
し
に
係
る
混
合
糖
に
含
ま
れ

る
砂
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
粗
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数

量
を
合
計
し
た
数
量
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
て
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知
し
た
数
量
（
そ
の
数
量
に
よ
る
こ
と

が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
年
の
そ
の
者
の

当
該
期
間
に
お
け
る
指
定
糖
の
輸
入
数
量
等
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
輸
入
に
係

る
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
数
量
等
）
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
数
量
を
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知

し
た
と
き
は
、
当
該
数
量
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
数
量
に
係
る
指
定

糖
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
は
、

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る

機
構
の
売
戻
し
の
価
格
に
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砂
糖
（
輸
入
に
係
る

指
定
糖
た
る
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
を
含
む
。
）
の
供
給
数
量
の
増
加
が
砂
糖

の
市
価
及
び
国
内
産
糖
交
付
金
の
単
価
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
参
酌
し
て
粗

糖
に
つ
き
当
該
超
え
る
数
量
に
係
る
指
定
糖
の
輸
入
申
告
の
日
の
属
す
る
砂
糖

年
度
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
（
粗
糖
以
外
の
指
定
糖
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
種
類
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
種
類
）

に
応
じ
て
、
当
該
額
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
砂
糖
含
有
率
を
乗
じ
て

得
た
額
）
に
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し

て
得
た
額
）
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
国
際

約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
混
合

糖
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
加
え
て

得
た
額
）
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
通
知
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告

示
が
行
わ
れ
た
日
（
当
該
告
示
が
行
わ
れ
た
日
後
四
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
に
開
始
す
る
前
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た

の
者
に
対
す
る
当
該
期
間
に
お
け
る
指
定
糖
の
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

売
戻
し
の
数
量
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売
戻
し
に
係
る
混
合
糖
に
含
ま
れ

る
砂
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
粗
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数

量
を
合
計
し
た
数
量
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
て
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知
し
た
数
量
（
そ
の
数
量
に
よ
る
こ
と

が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
年
の
そ
の
者
の

当
該
期
間
に
お
け
る
指
定
糖
の
輸
入
数
量
等
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
輸
入
に
係

る
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
数
量
等
）
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
数
量
を
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知

し
た
と
き
は
、
当
該
数
量
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
数
量
に
係
る
指
定

糖
の
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
は
、

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
売
戻
し
の
価
格
に
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
砂
糖
（
輸
入
に
係
る
指
定
糖
た
る
混
合
糖
に
含
ま

れ
る
砂
糖
を
含
む
。
）
の
供
給
数
量
の
増
加
が
砂
糖
の
市
価
及
び
国
内
産
糖
交
付

金
の
単
価
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
参
酌
し
て
粗
糖
に
つ
き
当
該
超
え
る
数
量

に
係
る
指
定
糖
の
輸
入
申
告
の
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
に
つ
い
て
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
る
額
（
粗
糖
以
外
の
指
定
糖
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
種
類
（
混
合
糖
に
あ

つ
て
は
、
当
該
混
合
糖
に
含
ま
れ
る
砂
糖
の
種
類
）
に
応
じ
て
、
当
該
額
（
混
合

糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
額
に
砂
糖
含
有
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
に
農
林
水
産
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額
）
を
加
え
て
得
た

額
（
そ
の
額
が
第
七
条
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
混
合
糖
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
二

号
に
掲
げ
る
額
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額

を
加
え
て
得
た
額
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
加
え
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
通
知
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告

示
が
行
わ
れ
た
日
（
当
該
告
示
が
行
わ
れ
た
日
後
四
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
に
開
始
す
る
前
項
の
期
間
に
あ
つ
て
は
、
当
該



  

一
四

期
間
に
あ
つ
て
は
、
当
該
期
間
の
初
日
前
三
日
ま
で
）
に
（
農
林
水
産
省
令
で
定

め
る
過
去
一
定
年
間
に
機
構
へ
の
売
渡
し
の
申
込
み
を
し
て
い
な
い
者
で
、
そ
の

日
以
後
当
該
申
込
み
を
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
込
み
の
後
遅
滞
な
く
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

 

第
二
十
五
条 

第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
異
性
化
糖
等
の
売

渡
し
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
を
し
た
者
の
当
該
申
込

み
の
日
の
属
す
る
前
条
第
一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
に
お
け
る
異
性

化
糖
等
の
売
渡
申
込
数
量
（
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売
渡
し
の
申
込

み
に
係
る
混
合
異
性
化
糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
通

常
年
の
そ
の
者
に
対
す
る
当
該
期
間
に
お
け
る
異
性
化
糖
等
の
第
十
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
売
戻
し
の
数
量
（
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売
戻
し

に
係
る
混
合
異
性
化
糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数
量
を
合
計
し
た
数
量
と
し
て

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
そ
の
者
及

び
機
構
に
通
知
し
た
数
量
（
そ
の
数
量
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
年
の
そ
の
者
の
当
該
期
間
に
お
け
る
異
性
化

糖
の
製
造
数
量
等
又
は
異
性
化
糖
等
の
輸
入
数
量
等
（
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て

は
、
輸
入
に
係
る
混
合
異
性
化
糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
の
数
量
等
）
を
基
礎
と

し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
数
量

を
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知
し
た
と
き
は
、
当
該
数
量
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ

の
超
え
る
数
量
に
係
る
異
性
化
糖
等
の
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告

示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で

の
間
に
お
け
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
は
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格

に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
加

え
て
得
た
額
（
輸
入
異
性
化
糖
又
は
輸
入
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ

期
間
の
初
日
前
三
日
ま
で
）
に
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
過
去
一
定
年
間
に
機

構
へ
の
売
渡
し
の
申
込
み
を
し
て
い
な
い
者
で
、
そ
の
日
以
後
当
該
申
込
み
を
し

た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
申
込
み
の
後
遅
滞
な
く
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

（
略
） 

 

第
二
十
五
条 

第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
異
性
化
糖
等
の
売

渡
し
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
を
し
た
者
の
当
該
申
込

み
の
日
の
属
す
る
前
条
第
一
項
の
期
間
に
お
け
る
異
性
化
糖
等
の
売
渡
申
込
数

量
（
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売
渡
し
の
申
込
み
に
係
る
混
合
異
性
化

糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性

化
糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
通
常
年
の
そ
の
者
に
対
す

る
当
該
期
間
に
お
け
る
異
性
化
糖
等
の
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
売
戻

し
の
数
量
（
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
当
該
売
戻
し
に
係
る
混
合
異
性
化
糖

に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
の
数
量
）
を
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
標
準
異
性
化

糖
の
数
量
に
換
算
し
た
数
量
を
合
計
し
た
数
量
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知
し
た
数

量
（
そ
の
数
量
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

い
て
、
通
常
年
の
そ
の
者
の
当
該
期
間
に
お
け
る
異
性
化
糖
の
製
造
数
量
等
又
は

異
性
化
糖
等
の
輸
入
数
量
等
（
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
輸
入
に
係
る
混
合

異
性
化
糖
に
含
ま
れ
る
異
性
化
糖
の
数
量
等
）
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
数
量
を
そ
の
者
及
び
機
構
に

通
知
し
た
と
き
は
、
当
該
数
量
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
数
量
に
係
る

異
性
化
糖
等
の
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら

同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
機
構
の

売
戻
し
の
価
格
は
、
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
売
戻
し
の
価
格
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
輸
入
異
性
化
糖
又
は

輸
入
混
合
異
性
化
糖
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
額
が
第
十
三
条
第
二
項
の
規



 

一
五

れ
そ
の
額
が
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
買
入
れ
の

価
格
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て

得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
加
え
て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

一
～
三 
（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 
 

第
二
十
五
条
の
二 
第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の

売
渡
し
の
申
込
み
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申
込
み
を
し
た
者
の
当
該
申

込
み
の
日
の
属
す
る
第
二
十
四
条
第
一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
に
お

け
る
当
該
売
渡
し
の
申
込
み
に
係
る
加
糖
調
製
品
糖
の
数
量
を
合
計
し
た
数
量

が
通
常
年
の
そ
の
者
に
対
す
る
当
該
期
間
に
お
け
る
第
十
八
条
の
五
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
売
戻
し
に
係
る
加
糖
調
製
品
糖
の
数
量
を
合
計
し
た
数
量
と
し
て

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
て
そ
の
者
及

び
機
構
に
通
知
し
た
数
量
（
そ
の
数
量
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
通
常
年
の
そ
の
者
の
当
該
期
間
に
お
け
る
加
糖
調

製
品
糖
の
輸
入
数
量
等
を
基
礎
と
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
数
量
を
そ
の
者
及
び
機
構
に
通
知
し
た
と
き
は
、
当

該
数
量
）
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
数
量
に
係
る
加
糖
調
製
品
糖
の
第
二

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
た
日
か
ら
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
告
示
が
行
わ
れ
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
機
構
の
売
戻
し
の
価
格
は
、
第

十
八
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額

に
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
第
十
八
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
買
入
れ
の
価
格
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
加
え
て
得

た
額
）
と
す
る
。 

一 

第
十
八
条
の
六
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の

売
戻
し
の
価
格 

二 

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
加
糖
調
製
品
糖
の
輸
入
数
量
の
増
加
が
砂

糖
の
市
価
及
び
国
内
産
糖
交
付
金
の
単
価
に
及
ぼ
す
影
響
の
程
度
を
参
酌
し

定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
機
構
の
買
入
れ
の
価
格
に
国
際
約
束
に
従
つ
て
農
林
水

産
大
臣
が
定
め
て
告
示
す
る
額
を
加
え
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
加
え

て
得
た
額
）
と
す
る
。 

 

一
～
三 

（
略
） 

 

２ 

（
略
） 

 
 

（
新
設
） 

                      



  

一
六

て
加
糖
調
製
品
糖
に
つ
き
当
該
超
え
る
数
量
に
係
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
輸

入
申
告
の
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
に
つ
い
て
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
に
、

農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
輸
入
加
糖
調
製
品
の
種
類
の
区
分
に
応
じ
て
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
出
さ
れ
る
額
を
加
減
し
て
得
た
額 

２ 

第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
大
臣
の
通
知
に

つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
準
用
す
る
。 

 

（
報
告
及
び
検
査
） 

第
三
十
九
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

甘
味
資
源
作
物
若
し
く
は
で
ん
粉
原
料
用
い
も
の
生
産
者
、
砂
糖
、
異
性
化
糖
若

し
く
は
で
ん
粉
の
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
若
し
く
は
砂
糖
、
混
合
糖
、
異

性
化
糖
等
、
輸
入
加
糖
調
製
品
、
で
ん
粉
若
し
く
は
で
ん
粉
原
料
用
輸
入
農
産
物

の
輸
入
業
者
に
対
し
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に

こ
れ
ら
の
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の

必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
四
十
三
条 

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人

の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。 

２ 

（
略
） 

        

（
報
告
及
び
検
査
） 

第
三
十
九
条 

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

甘
味
資
源
作
物
若
し
く
は
で
ん
粉
原
料
用
い
も
の
生
産
者
、
砂
糖
、
異
性
化
糖
若

し
く
は
で
ん
粉
の
製
造
業
者
若
し
く
は
販
売
業
者
若
し
く
は
砂
糖
、
混
合
糖
、
異

性
化
糖
等
、
で
ん
粉
若
し
く
は
で
ん
粉
原
料
用
輸
入
農
産
物
の
輸
入
業
者
に
対

し
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
こ
れ
ら
の
者
の
事

務
所
そ
の
他
の
事
業
場
に
立
ち
入
り
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
必
要
な
物
件
を
検

査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
四
十
三
条 

法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ
る
も

の
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人

の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

前
三
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は

人
に
対
し
て
各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。 

２ 
（
略
） 

  
 



 

一
七

○
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

別
表
第
一 
暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の

二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係)

 

関
税
定
率
法 

別
表
の
番
号 

品 
 

名 

税 

率 

（
略
） 

一
八
・
○
六 

 

一
八
○
六 

・
一
○ 

   

一
八
○
六 

・
二
○ 

 
 

                

（
略
） 

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
そ
の
他
の
コ
コ
ア
を
含
有
す

る
調
製
食
料
品 

コ
コ
ア
粉
（
砂
糖
そ
の
他
の
甘
味
料
を
加

え
た
も
の
に
限
る
。
） 

一 

砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う
ち 

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重
量

の
五
○
％
以
上
の
も
の 

そ
の
他
の
調
製
品
（
塊
状
、
板
状
又
は
棒

状
の
も
の
で
、
そ
の
重
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
る
も
の
及
び
液
状
、
ペ
ー
ス
ト

状
、
粉
状
、
粒
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
形
状
の
も
の
で
、
正
味
重
量
が
二
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る
容
器
入
り
又
は
直
接
包

装
に
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

一 

（
略
） 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

Ａ 

チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
そ
の
他

の
砂
糖
菓
子
及
び
塊
状
、
板

状
、
棒
状
又
は
ペ
ー
ス
ト
状

の
調
製
品
の
う
ち 

チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
そ
の

他
の
砂
糖
菓
子
及
び
し

よ
糖
の
含
有
量
が
全
重

量
の
五
○
％
以
上
の
も

の 

（
略
）       

二
八
・
五
％        

（
略
）           

一
％ 

別
表
第
一 

暫
定
関
税
率
表
（
第
二
条
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
四
、
第
八
条
の

二
、
第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
九
条
関
係)

 

関
税
定
率
法 

別
表
の
番
号 

品 
 

名 

税 

率 

（
略
） 

一
八
・
○
六 

 

     

一
八
○
六 

・
二
○ 

 
 

                

（
略
） 

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
そ
の
他
の
コ
コ
ア
を
含
有
す

る
調
製
食
料
品 

     

そ
の
他
の
調
製
品
（
塊
状
、
板
状
又
は
棒

状
の
も
の
で
、
そ
の
重
量
が
二
キ
ロ
グ
ラ

ム
を
超
え
る
も
の
及
び
液
状
、
ペ
ー
ス
ト

状
、
粉
状
、
粒
状
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
形
状
の
も
の
で
、
正
味
重
量
が
二
キ
ロ

グ
ラ
ム
を
超
え
る
容
器
入
り
又
は
直
接
包

装
に
し
た
も
の
に
限
る
。
） 

一 

（
略
） 

二 

そ
の
他
の
も
の 

          

（
略
）               

（
略
）            



  

一
八

        

一
八
○
六 

・
三
二 

        

一
八
○
六 

・
九
○ 

              

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全

重
量
の
五
○
％
以
上
の

も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

（
略
） 

そ
の
他
の
も
の
（
塊
状
、
板
状
又
は
棒
状

の
も
の
に
限
る
。
） 

詰
物
を
し
て
な
い
も
の 

 
二 
そ
の
他
の
も
の 

㈠ 
砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う

ち 
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
そ
の

他
の
砂
糖
菓
子
及
び
し

よ
糖
の
含
有
量
が
全
重

量
の
五
○
％
以
上
の
も

の 

そ
の
他
の
も
の 

 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

（
略
） 

Ａ 

（
略
） 

そ
の
他
の
乳
製
品
に
係

る
共
通
の
限
度
数
量
以

内
の
も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の 

Ａ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う

ち 

チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
そ
の

他
の
砂
糖
菓
子
及
び
し

よ
糖
の
含
有
量
が
全
重

量
の
五
○
％
以
上
の
も

の 

   

二
七
％  

（
略
）            

一
％        

二
一
％        

一
％ 

                  

一
八
○
六 

・
九
○ 

              

    

㈡ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

（
略
） 

            

そ
の
他
の
も
の 

 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

（
略
） 

Ａ 

（
略
） 

そ
の
他
の
乳
製
品
に
係

る
共
通
の
限
度
数
量
以

内
の
も
の 

        

     

（
略
）                    

二
一
％         



 

一
九

一
九
・
○
一 

            

一
九
○
一 

・
一
○ 

 

一
九
○
一 

・
二
○ 

一
九
○
一 

・
九
○ 

               

麦
芽
エ
キ
ス
並
び
に
穀
粉
、
ひ
き
割
り
穀
物
、

ミ
ー
ル
、
で
ん
粉
又
は
麦
芽
エ
キ
ス
の
調
製

食
料
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
完
全
に
脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し
て
計
算

し
た
コ
コ
ア
の
含
有
量
が
全
重
量
の
四
○
％

未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
他
の
項
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
○
四
・
○

一
項
か
ら
第
○
四
・
○
四
項
ま
で
の
物
品
の

調
製
食
料
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
完
全
に
脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し
て

計
算
し
た
コ
コ
ア
の
含
有
量
が
全
重
量
の

五
％
未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
他
の

項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

そ
の
他
の
も
の 

 

一 

（
略
） 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

（
略
） 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

政
府
が
主
要
食
糧
の
需

給
及
び
価
格
の
安
定
に

関
す
る
法
律
第
三
○
条

の
規
定
に
よ
り
輸
入
す

る
も
の
、
同
法
第
三
一
条

の
規
定
に
よ
る
連
名
に

よ
る
申
込
み
に
応
じ
て

行
う
政
府
の
買
入
れ
及

び
売
渡
し
に
係
る
米
穀

等
と
し
て
輸
入
さ
れ
る

             

（
略
）  

（
略
）     

（
略
）  

（
略
）            

一
九
・
○
一 

            

一
九
○
一 

・
一
○ 

 

一
九
○
一 

・
二
○ 

一
九
○
一 

・
九
○ 

               

麦
芽
エ
キ
ス
並
び
に
穀
粉
、
ひ
き
割
り
穀
物
、

ミ
ー
ル
、
で
ん
粉
又
は
麦
芽
エ
キ
ス
の
調
製

食
料
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る
も
の
に
あ
つ

て
は
完
全
に
脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し
て
計
算

し
た
コ
コ
ア
の
含
有
量
が
全
重
量
の
四
○
％

未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
他
の
項
に

該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
○
四
・
○

一
項
か
ら
第
○
四
・
○
四
項
ま
で
の
物
品
の

調
製
食
料
品
（
コ
コ
ア
を
含
有
す
る
も
の
に

あ
つ
て
は
完
全
に
脱
脂
し
た
コ
コ
ア
と
し
て

計
算
し
た
コ
コ
ア
の
含
有
量
が
全
重
量
の

五
％
未
満
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
他
の

項
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

 

そ
の
他
の
も
の 

 

一 

（
略
） 

㈠
・
㈡ 

（
略
） 

㈢ 

（
略
） 

⑴ 

（
略
） 

⑵ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

政
府
が
主
要
食
糧
の
需

給
及
び
価
格
の
安
定
に

関
す
る
法
律
第
三
○
条

の
規
定
に
よ
り
輸
入
す

る
も
の
、
同
法
第
三
一
条

の
規
定
に
よ
る
連
名
に

よ
る
申
込
み
に
応
じ
て

行
う
政
府
の
買
入
れ
及

び
売
渡
し
に
係
る
米
穀

等
と
し
て
輸
入
さ
れ
る

             

（
略
）  

（
略
）     

（
略
）  

（
略
）            



  

二
〇

              （
略
） 

二
○
・
○
二 

  

二
○
○
二 

・
九
○ 

二
○
・
○
五 

    

二
○
○
五 

・
四
○ 

     

二
○
○
五 

・
五
一 

も
の
並
び
に
同
法
第
三

四
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
米
穀
等
の
う
ち
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
農
林
水
産
大
臣
の
証

明
を
受
け
て
輸
入
さ
れ

る
も
の 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

第
○
四
・
○
一
項
か
ら
第
○

四
・
○
四
項
ま
で
の
物
品
の
調

製
食
料
品 

Ａ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

⒝ 

そ
の
他
の
も
の 

（
略
） 

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
ト

マ
ト
（
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は

保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

（
略
） 

 

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
そ

の
他
の
野
菜
（
冷
凍
し
て
な
い
も
の
に
限
る

も
の
と
し
、
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し

又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
及
び

第
二
○
・
○
六
項
の
物
品
を
除
く
。
） 

え
ん
ど
う
（
ピ
ス
ム
・
サ
テ
ィ
ヴ
ム
） 

 

一 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重

量
の
五
○
％
以
上
の
も
の 

さ
さ
げ
属
又
は
い
ん
げ
ん
ま
め
属
の
豆 

さ
や
を
除
い
た
豆 

 

       

二
五
％      

二
八
・
八
％ 

（
略
）    

（
略
）            

一
％    

              （
略
） 

二
○
・
○
二 

  

二
○
○
二 

・
九
○ 

（
新
設
） 

    

         

も
の
並
び
に
同
法
第
三

四
条
第
一
項
第
三
号
に

規
定
す
る
政
令
で
定
め

る
米
穀
等
の
う
ち
政
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
農
林
水
産
大
臣
の
証

明
を
受
け
て
輸
入
さ
れ

る
も
の 

      

（
略
） 

調
製
し
又
は
保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
ト

マ
ト
（
食
酢
又
は
酢
酸
に
よ
り
調
製
し
又
は

保
存
に
適
す
る
処
理
を
し
た
も
の
を
除
く
。
） 

（
略
） 

 

（
新
設
） 

             

       

二
五
％       

（
略
）    

（
略
）  

（
新
設
）              



 

二
一

   

  

（
略
） 

二
一
・
○
一 

          

二
一
○
一 

・
一
一 

   

二
一
○
一 

・
一
二 

          

一 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全

重
量
の
五
○
％
以
上
の

も
の 

（
略
） 

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ

セ
ン
ス
及
び
濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と

と
し
た
調
製
品
、
コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ

を
も
と
と
し
た
調
製
品
並
び
に
チ
コ
リ
ー
そ

の
他
の
コ
ー
ヒ
ー
代
用
物
（
い
つ
た
も
の
に

限
る
。
）
並
び
に
そ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス

及
び
濃
縮
物 

コ
ー
ヒ
ー
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及
び

濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と
と
し
た
調

製
品
並
び
に
コ
ー
ヒ
ー
を
も
と
と
し
た
調

製
品 エ

キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及
び
濃
縮
物 

 

一 

砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う
ち 

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全
重

量
の
五
○
％
以
上
の
も
の 

エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
又
は
濃
縮
物
を

も
と
と
し
た
調
製
品
及
び
コ
ー
ヒ
ー
を

も
と
と
し
た
調
製
品 

一 

エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
又
は
濃

縮
物
を
も
と
と
し
た
調
製
品 

㈠ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の
の
う

ち 

し
よ
糖
の
含
有
量
が
全

重
量
の
五
○
％
以
上
の

も
の 

二 

コ
ー
ヒ
ー
を
も
と
と
し
た
調

製
品 

    

一
％ 

（
略
）                

二
一
・
七
％          

一
％   

    

 

（
略
） 

二
一
・
○
一 

          

（
新
設
） 

    

二
一
○
一 

・
一
二 

          

     

（
略
） 

コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ

セ
ン
ス
及
び
濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と

と
し
た
調
製
品
、
コ
ー
ヒ
ー
、
茶
又
は
マ
テ

を
も
と
と
し
た
調
製
品
並
び
に
チ
コ
リ
ー
そ

の
他
の
コ
ー
ヒ
ー
代
用
物
（
い
つ
た
も
の
に

限
る
。
）
並
び
に
そ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス

及
び
濃
縮
物 

コ
ー
ヒ
ー
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及
び

濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と
と
し
た
調

製
品
並
び
に
コ
ー
ヒ
ー
を
も
と
と
し
た
調

製
品 （

新
設
） 

    

エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
又
は
濃
縮
物
を

も
と
と
し
た
調
製
品
及
び
コ
ー
ヒ
ー
を

も
と
と
し
た
調
製
品 

       

二 

コ
ー
ヒ
ー
を
も
と
と
し
た
調

製
品 

     

（
略
）            

（
新
設
）                 



  

二
二

         

二
一
○
一 

・
二
○ 

             二
一
・
○
六 

 

二
一
○
六 

・
一
○ 

      

㈠ 

（
略
） 

Ａ 

（
略
） 

 

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

そ
の
他
の
乳
製
品
に

係
る
共
通
の
限
度
数

量
以
内
の
も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の 

Ａ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

⒝ 

そ
の
他
の
も
の 

茶
又
は
マ
テ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及

び
濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と
と
し
た

調
製
品
並
び
に
茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し

た
調
製
品 

二 

茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し
た
調
製

品 

㈠ 

（
略
） 

Ａ 

（
略
） 

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

そ
の
他
の
乳
製
品
に
係

る
共
通
の
限
度
数
量
以

内
の
も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の 

Ａ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

⒝ 

そ
の
他
の
も
の 

調
製
食
料
品
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
及
び
繊
維
状
に
し
た

た
ん
ぱ
く
質
系
物
質 

一 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

そ
の
他
の
も
の 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

 

（
略
）    

二
五
％   

一
％        

（
略
）    

二
五
％   

一
％       

（
略
） 

二
五
％   

         

二
一
○
一 

・
二
○ 

             二
一
・
○
六 

 

二
一
○
六 

・
一
○ 

      

㈠ 

（
略
） 

Ａ 

（
略
） 

 

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

そ
の
他
の
乳
製
品
に

係
る
共
通
の
限
度
数

量
以
内
の
も
の 

   

茶
又
は
マ
テ
の
エ
キ
ス
、
エ
ッ
セ
ン
ス
及

び
濃
縮
物
並
び
に
こ
れ
ら
を
も
と
と
し
た

調
製
品
並
び
に
茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し

た
調
製
品 

二 

茶
又
は
マ
テ
を
も
と
と
し
た
調
製

品 

㈠ 

（
略
） 

Ａ 

（
略
） 

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の
の
う
ち 

そ
の
他
の
乳
製
品
に
係

る
共
通
の
限
度
数
量
以

内
の
も
の 

   

調
製
食
料
品
（
他
の
項
に
該
当
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

た
ん
ぱ
く
質
濃
縮
物
及
び
繊
維
状
に
し
た

た
ん
ぱ
く
質
系
物
質 

一 

（
略
） 

（
略
） 

 

（
略
） 

そ
の
他
の
も
の 

  

     

二
五
％           

（
略
）    

二
五
％          

（
略
） 

二
五
％   



 

二
三

 

二
一
○
六 

・
九
○ 

 

                               

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の 

そ
の
他
の
も
の 

 

一 

（
略
） 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

米
、
小
麦
（
ラ
イ
小
麦
を
含

む
。
）
又
は
大
麦
（
裸
麦
を
含

む
。
）
の
い
ず
れ
か
の
含
有
量

が
全
重
量
の
三
○
％
を
超
え

る
調
製
食
料
品 

Ａ 
（
略
） 

Ｂ 
そ
の
他
の
も
の 

⒜ 
（
略
） 

⒝ 

大
麦
（
裸
麦
を
含
む
。
）

の
含
有
量
が
全
重
量
の

三
○
％
を
超
え
る
も
の

の
う
ち 

政
府
が
主
要
食
糧
の

需
給
及
び
価
格
の
安

定
に
関
す
る
法
律
第

四
二
条
の
規
定
に
よ

り
輸
入
す
る
も
の
、
同

法
第
四
三
条
の
規
定

に
よ
る
連
名
に
よ
る

申
込
み
に
応
じ
て
行

う
政
府
の
買
入
れ
及

び
売
渡
し
に
係
る
麦

等
と
し
て
輸
入
さ
れ

る
も
の
並
び
に
同
法

第
四
五
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
麦
等
の

う
ち
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
農
林

一
九
・
一
％   

（
略
）       

（
略
）  

（
略
）                      

 

二
一
○
六 

・
九
○ 
 

                               

 

そ
の
他
の
も
の 

 

一 

（
略
） 

二 

そ
の
他
の
も
の 

㈠ 

米
、
小
麦
（
ラ
イ
小
麦
を
含

む
。
）
又
は
大
麦
（
裸
麦
を
含

む
。
）
の
い
ず
れ
か
の
含
有
量

が
全
重
量
の
三
○
％
を
超
え

る
調
製
食
料
品 

Ａ 

（
略
） 

Ｂ 

そ
の
他
の
も
の 

⒜ 

（
略
） 

⒝ 

大
麦
（
裸
麦
を
含
む
。
）

の
含
有
量
が
全
重
量
の

三
○
％
を
超
え
る
も
の

の
う
ち 

政
府
が
主
要
食
糧
の

需
給
及
び
価
格
の
安

定
に
関
す
る
法
律
第

四
二
条
の
規
定
に
よ

り
輸
入
す
る
も
の
、
同

法
第
四
三
条
の
規
定

に
よ
る
連
名
に
よ
る

申
込
み
に
応
じ
て
行

う
政
府
の
買
入
れ
及

び
売
渡
し
に
係
る
麦

等
と
し
て
輸
入
さ
れ

る
も
の
並
び
に
同
法

第
四
五
条
第
一
項
第

三
号
に
規
定
す
る
政

令
で
定
め
る
麦
等
の

う
ち
政
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
農
林

   

（
略
）       

（
略
）  

（
略
）                      



  

二
四

                                  

水
産
大
臣
の
証
明
を

受
け
て
輸
入
さ
れ
る

も
の 

㈡ 

そ
の
他
の
も
の 

Ｅ 

そ
の
他
の
も
の 

⒜ 

砂
糖
を
加
え
た
も
の 

イ 

お
た
ね
に
ん
じ
ん
又

は
そ
の
エ
キ
ス
を
含

有
す
る
飲
料
の
も
と

の
う
ち 

し
よ
糖
の
含
有
量

が

全

重

量

の

五

○
％
以
上
の
も
の 

ハ 
そ
の
他
の
も
の 

(ロ)

 
そ
の
他
の
も
の 

Ｉ 
小
売
用
の
容

器
入
り
に
し

た
も
の
で
、
容

器
と
も
の
一

個
の
重
量
が

五
○
○
グ
ラ

ム
以
下
の
も

の 

Ⅱ 

し
よ
糖
の
含

有
量
が
全
重

量
の
八
五
％

以
上
の
も
の

（
小
売
用
の

容
器
入
り
に

し
た
も
の
（
容

器
と
も
の
一

個
の
重
量
が

五
○
○
グ
ラ

ム
以
下
の
も

  

二
五
％          

一
％          

一
％            

                                  

水
産
大
臣
の
証
明
を

受
け
て
輸
入
さ
れ
る

も
の 

                               

  

二
五
％                                



 

二
五

                                  

の
に
限
る
。
）
、

成
分
に
変
更

を
加
え
る
こ

と
な
く
小
売

用
の
容
器
入

り
の
も
の
（
容

器
と
も
の
一

個
の
重
量
が

五
○
○
グ
ラ

ム
以
下
の
も

の
に
限
る
。
）

に
す
る
旨
が

政
令
で
定
め

る
手
続
に
よ

り
証
明
さ
れ

た
も
の
及
び

課
税
価
格
が

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
き
二

五
七
円
を
超

え
る
も
の
を

除
く
。
） 

   

Ⅲ 

そ
の
他
の
も

の 

（Ⅰ） 

乳
糖
、
乳
た 

ん
ぱ
く
又

は
乳
脂
肪

を
含
有
す

る
も
の 

小

売

用

の

容

器

                     
一
キ
ロ
グ

ラ
ム
に
つ

き
一
円
九

○
銭 

         

                                  

                                  

                                  



  

二
六

                （
略
） 

入

り

に

し

た

も

の
（
容
器

と

も

の

一

個

の

重

量

が

五

○

○

グ

ラ

ム

以

下

の

も

の

に

限
る
。
） 

そ

の

他

の
も
の 

(Ⅱ)
 

そ
の
他
の 

も
の 

 

（
略
） 

          

二
七
・
一
％  

二
八
・
八
％  

一
％  

（
略
） 

 

                （
略
） 

                

（
略
） 

                

（
略
） 

 

 
 



 

二
七

○
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
（
第
三
条
関
係
） 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
条 

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九

号
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

ハ 

輸
入
加
糖
調
製
品
の
買
入
れ
及
び
売
戻
し
を
行
う
こ
と
。 

ニ
～
ヘ 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

  

（
国
庫
納
付
金
） 

第
十
一
条 

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
業
務
に
よ
り
生
ず
る
利
益
の
額
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
て
通
知
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
業
務 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安

定
の
た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
て
ん
菜
の
作
付
面
積
又
は
品
質

及
び
生
産
量
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

前
条
第
五
号
ホ
の
業
務 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の

交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
で
ん

粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
の
作
付
面
積
又
は
品
質
及
び
生
産
量

に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
） 

  

（
区
分
経
理
） 

第
十
二
条 

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定

を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
十
条
第
五
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
業
務
、
同
条
第
六
号
の
業
務
（
砂
糖
及
び

そ
の
原
料
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務 

四 

第
十
条
第
五
号
ホ
及
び
ヘ
の
業
務
、
同
条
第
六
号
の
業
務
（
で
ん
粉
及
び
そ

 

（
業
務
の
範
囲
） 

第
十
条 

機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
九

号
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
業
務
を
行
う
こ
と
。 

イ
・
ロ 

（
略
） 

（
新
設
） 

ハ
～
ホ 

（
略
） 

六
・
七 

（
略
） 

  

（
国
庫
納
付
金
） 

第
十
一
条 

機
構
は
、
毎
事
業
年
度
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
業
務
に
よ
り
生
ず
る
利
益
の
額
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
交
付
金
の
交
付
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
も
の
と
し
て
農
林
水
産
大

臣
が
定
め
て
通
知
す
る
金
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
五
号
イ
及
び
ロ
の
業
務 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の

た
め
の
交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
て
ん
菜
の
作
付
面
積
又
は
品
質
及
び
生

産
量
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
） 

二 

前
条
第
五
号
ニ
の
業
務 

農
業
の
担
い
手
に
対
す
る
経
営
安
定
の
た
め
の

交
付
金
の
交
付
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
交
付
金
（
で
ん

粉
の
製
造
の
用
に
供
す
る
ば
れ
い
し
ょ
の
作
付
面
積
又
は
品
質
及
び
生
産
量

に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
部
分
に
限
る
。
） 

  
（
区
分
経
理
） 

第
十
二
条 

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
ご
と
に
経
理
を
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
勘
定

を
設
け
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
・
二 
（
略
） 

三 

第
十
条
第
五
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
の
業
務
、
同
条
第
六
号
の
業
務
（
砂
糖
及
び

そ
の
原
料
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務 

四 

第
十
条
第
五
号
ニ
及
び
ホ
の
業
務
、
同
条
第
六
号
の
業
務
（
で
ん
粉
及
び
そ



  

二
八

の
原
料
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務 

の
原
料
作
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
業
務 

  
 



 

二
九

○
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
（
附
則
第
四
条
関
係
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

（
削
る
） 

 
 

（
削
る
） 

 
 

（
削
る
） 

 
 

（
削
る
） 

  
 

（
削
る
） 

 
 

（
削
る
） 

 
 

（
削
る
） 

 
 

（
別
表
第
一
の
三
の
改
正
規
定
） 

  

第
六
条
及
び
第
七
条 

削
除 

    
 

第
九
条 

削
除 

         

（
関
税
暫
定
措
置
法
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

（
略
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
一
八
・
〇
六
項
の
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
一
九
○
一
・
九
○
号
の
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
二
○
・
○
二
項
の
次
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
二
一
○
一
・
一
二
号
の
改
正
規
定
及
び
同
号
の
前
に
一
号
を
加

え
る
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
二
一
○
一
・
二
○
号
の
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
二
一
○
六
・
一
○
号
の
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
第
二
一
○
六
・
九
○
号
の
改
正
規
定
） 

 
 

（
別
表
第
一
の
三
の
改
正
規
定
） 

  

第
六
条 

削
除 

 

（
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

（
独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

独
立
行
政
法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
五
号
中
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
を
ホ
と
し
、
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

 

ハ 
輸
入
加
糖
調
製
品
の
買
入
れ
及
び
売
戻
し
を
行
う
こ
と
。 

 
 

第
十
一
条
第
一
号
中
「
及
び
ロ
」
を
「
か
ら
ハ
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
前
条
第
五
号
ニ
」
を
「
前
条
第
五
号
ホ
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
三
号
中
「
、
ロ
及
び
ハ
」
を
「
か
ら
ニ
ま
で
」
に
、
「
並
び
に
」

を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
条
第
五
号
ニ
及
び
ホ
」
を
「
第
十



  

三
〇

 
 

 
 

 
附 

則 
 

第
五
条
及
び
第
六
条 

削
除 

条
第
五
号
ホ
及
び
ヘ
」
に
改
め
る
。 

 

附 

則 
 

第
五
条 

削
除 

  

（
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措

置
） 

第
六
条 

施
行
日
の
属
す
る
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
砂
糖
及
び
で
ん
粉

の
価
格
調
整
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
調
整
法
」
と
い
う
。
）

第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
（
施
行
日
が
同
項
の
砂
糖

年
度
を
区
分
し
た
期
間
の
初
日
の
二
日
前
の
日
又
は
当
該
初
日
の
前
日
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る
同
項
の
砂
糖
年
度
を
区
分
し
た
期
間
及
び

当
該
期
間
の
翌
期
間
）
に
係
る
新
調
整
法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る

加
糖
調
製
品
軽
減
額
及
び
新
調
整
法
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
加
糖

調
製
品
糖
平
均
輸
入
価
格
に
つ
い
て
の
新
調
整
法
第
九
条
第
五
項
及
び
第
十
八

条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
砂
糖
及
び
で
ん
粉
の
価
格
調
整
に
関
す
る

法
律
（
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
調
整
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
そ
の
適
用
期
間
の
初
日
前
三

日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行

の
日
に
定
め
、
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。 

２ 

施
行
日
の
属
す
る
新
調
整
法
第
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
砂
糖
年
度
（
以
下
こ

の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
砂
糖
年
度
」
と
い
う
。
）（
施
行
日
が
砂
糖
年
度
の

初
日
の
十
四
日
前
の
日
か
ら
当
該
初
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
及
び
当
該
砂
糖
年
度
の
翌

砂
糖
年
度
）
に
係
る
新
調
整
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
加
糖
調
製
品

糖
調
整
基
準
価
格
及
び
新
調
整
法
第
十
八
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
加
糖
調

製
品
糖
調
整
率
に
つ
い
て
の
新
調
整
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
及
び
第
十
八
条

の
六
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
毎
砂
糖
年
度
、

当
該
年
度
の
開
始
前
十
五
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法

律
第
百
八
号
）
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

の
属
す
る
砂
糖
年
度
（
施
行
日
が
砂
糖
年
度
の
初
日
前
十
四
日
か
ら
当
該
初
日
の



 

三
一

前
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る

砂
糖
年
度
及
び
当
該
砂
糖
年
度
の
翌
砂
糖
年
度
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
」
と
す

る
。 

３ 

施
行
日
の
属
す
る
調
整
法
第
六
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
（
施
行
日
が

同
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
の
初
日
の
二
日
前
の
日
又
は
当
該
初
日
の
前
日
で

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る
同
項
の
政
令
で
定
め
る
期
間
及
び
当

該
期
間
の
翌
期
間
）
に
係
る
新
調
整
法
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す

る
加
糖
調
製
品
糖
標
準
価
格
に
つ
い
て
の
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
調

整
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
適
用
期
間
の

初
日
前
三
日
ま
で
に
」
と
あ
る
の
は
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の

締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
の
施
行
の
日
に
定
め
、
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。 

４ 

施
行
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
（
施
行
日
が
砂
糖
年
度
の
初
日
の
十
四
日
前
の
日

か
ら
当
該
初
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

施
行
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
及
び
当
該
砂
糖
年
度
の
翌
砂
糖
年
度
）
に
係
る
新
調

整
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
額
に
つ
い

て
の
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
調
整
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
毎
砂
糖
年
度
、
当
該
年
度
の
開
始
前
十
五
日
ま
で

に
定
め
て
」
と
あ
る
の
は
、
「
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴

う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の
施
行

の
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
砂
糖
年
度
（
施

行
日
が
砂
糖
年
度
の
初
日
前
十
四
日
か
ら
当
該
初
日
の
前
日
ま
で
の
間
の
い
ず

れ
か
の
日
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
施
行
日
の
属
す
る
砂
糖
年
度
及
び
当
該
砂

糖
年
度
の
翌
砂
糖
年
度
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
に
定
め
、
遅
滞
な
く
、
」
と
す

る
。 

 


